
 

名
古
屋
港
管
理
組
合
規
則
第
二
号 

管
理
者
が
保
有
す
る
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
。
以
下
「
令
」
と

い
う
。
）
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
五
年
名
古
屋
港
管
理
組
合
条
例
第
二
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
管
理
者
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
様
式
） 

第
二
条 

法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
は
、
様
式
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
開
示
請
求
書
の
様
式
） 

第
三
条 

法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
示
請
求
書
は
、
様
式
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
開
示
決
定
通
知
書
等
の
様
式
） 

第
四
条 

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
有
個

人
情
報
の
全
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定 

様
式
第
三 

二 

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定 

様
式
第
四 

２ 

法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
様
式
第
五
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
決
定
期
間
延
長
通
知
書
の
様
式
） 

第
五
条 

法
第
八
十
三
条
第
二
項
、
法
第
九
十
四
条
第
二
項
及
び
第
百
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
様

式
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
開
示
決
定
に
係
る
決
定
期
間
特
例
通
知
書
の
様
式
） 

第
六
条 

法
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
書
面
は
、
様
式
第
七
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
事
案
の
移
送
の
様
式
） 

第
七
条 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
案
の
移
送
は
、
様
式
第
八
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
様
式
第
九
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
照
会
に
お
け
る
通
知
書
等
の
様
式
） 

第
八
条 

法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
書
面
に
よ
り
行
う
場
合
の
当
該
書
面
は
、
様
式
第
十

の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

法
第
八
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
様
式
第
十
の
と
お
り
と
す
る
。 

３ 

法
第
八
十
六
条
第
三
項
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
書
面
は
、

様
式
第
十
一
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
） 

第
九
条 

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
写
し
の
交
付
の
方
法
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
実
施

す
る
場
合
に
お
け
る
行
政
文
書
（
法
第
六
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
等
行
政
文
書

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
写
し
の
交
付
の
部
数
は
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る

行
政
文
書
一
件
に
つ
き
一
部
と
す
る
。 



 

２ 

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
の
方
法
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
実
施
す
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
の
閲
覧
を
す
る
者
が
当
該
行
政
文
書
を
改
ざ

ん
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
管
理
者
は
、
当
該
行
政
文
書
の
閲
覧

を
中
止
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
行
政
機
関
等
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
管
理
者
が

適
当
と
認
め
る
方
法
と
す
る
。 

一 

閲
覧
に
準
ず
る
方
法 
次
に
掲
げ
る
方
法
で
あ
っ
て
、
管
理
者
が
そ
の
保
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子

計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の 

イ 

当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
又
は
そ
の
写
し
の
閲
覧 

ロ 

当
該
電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
視
聴 

二 

写
し
の
交
付
に
準
ず
る
方
法 

次
に
掲
げ
る
方
法
で
あ
っ
て
、
管
理
者
が
そ
の
保
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の 

イ 

当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
又
は
そ
の
写
し
の
交
付 

ロ 

当
該
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付 

（
開
示
の
実
施
方
法
等
申
出
書
の
様
式
） 

第
十
条 

令
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
様
式
第
十
二
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
費
用
の
負
担
等
） 

第
十
一
条 

条
例
第
四
条
第
二
項
の
実
施
機
関
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
第
九
条
第
三
項
第
二
号
に
定
め
る

方
法
又
は
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
も
の
の
作
成
及
び
送
付
と
す
る
。 

２ 

令
第
二
十
八
条
第
四
項
の
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
郵
便
切
手
で
納
付
す
る
方
法
そ
の

他
実
施
機
関
が
定
め
る
方
法
と
す
る
。 

（
訂
正
請
求
書
の
様
式
） 

第
十
二
条 

法
第
九
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訂
正
請
求
書
は
、
様
式
第
十
三
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
訂
正
決
定
通
知
書
等
の
様
式
） 

第
十
三
条 

法
第
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
（
追
加
又
は
削
除
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
請
求
（
以
下
「
訂

正
請
求
」
と
い
う
。）
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定 

様
式
第
十
四 

二 

訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定 

様
式
第
十
五 

２ 

法
第
九
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
様
式
第
十
六
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
に
係
る
決
定
期
間
特
例
通
知
書
の
様
式
） 

第
十
四
条 

法
第
九
十
五
条
及
び
第
百
三
条
に
規
定
す
る
書
面
は
、
様
式
第
十
七
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
訂
正
実
施
通
知
書
の
様
式
） 

第
十
五
条 

法
第
九
十
七
条
に
規
定
す
る
書
面
（
情
報
提
供
等
記
録
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項

及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る
記
録

に
記
録
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
）
の
訂
正
を
実
施
し
た
旨
を
通



 

知
す
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
様
式
第
十
八
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
利
用
停
止
請
求
書
の
様
式
） 

第
十
六
条 

法
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
停
止
請
求
書
は
、
様
式
第
十
九
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
利
用
停
止
決
定
通
知
書
等
の
様
式
） 

第
十
七
条 

法
第
百
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
（
利
用
の
停
止
、
消
去
又
は
提
供
の
停
止
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
請
求
（
以
下
「
利
用
停
止
請
求
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
利
用
停

止
を
す
る
旨
の
決
定 

様
式
第
二
十 

二 

利
用
停
止
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定 

様
式
第
二
十
一 

２ 

法
第
百
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
面
は
、
様
式
第
二
十
二
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
口
頭
に
よ
り
閲
覧
の
求
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
） 

第
十
八
条 

管
理
者
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
り
閲
覧
の
求
め
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
保
有
個
人
情
報
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
項
目
並
び
に
口
頭
に
よ
り
閲
覧
の
求
め
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
期
間
及
び
場
所
を
名
古
屋
港
管
理
組
合
公
報
に
登
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
口
頭
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
閲
覧
の
求
め
に
お
け
る
本
人
の
証
明
に
必
要
な
書
類
） 

第
十
九
条 

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
求
め
を
す
る
者
は
、
管
理
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

閲
覧
の
求
め
を
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
と
同
一
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
が
記
載
さ
れ

て
い
る
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
出
入
国
管
理
及
び
難

民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
、
日
本
国

と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住
者
証
明
書
そ
の
他
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く

命
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
、
当
該
閲
覧
の
求
め
を
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
に
足
り
る
も
の 

二 

前
号
に
掲
げ
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
閲
覧
の
求
め
を
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
管
理
者
が
適
当
と
認

め
る
書
類 

（
諮
問
の
通
知
の
様
式
） 

第
二
十
条 

法
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
様
式
第
二
十
三

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
名
古
屋
港
管
理
組
合
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
） 

２ 

名
古
屋
港
管
理
組
合
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
名
古
屋
港
管
理
組
合
規
則
第
十
四
号
。

以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
。 

（
名
古
屋
港
管
理
組
合
個
人
情
報
保
護
審
議
会
規
則
の
一
部
改
正
） 



 

３ 

名
古
屋
港
管
理
組
合
個
人
情
報
保
護
審
議
会
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
第
一
条
中
「
名
古
屋
港
管
理
組
合
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
八
年
名
古
屋
港
管
理
組
合
条
例
第
四
号
）

第
四
十
五
条
」
を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
五
年
名
古
屋
港
管
理
組
合
条
例
二

号
）
第
九
条
」
に
改
め
る
。 

 


